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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のバーチャルマシンを有するクラウドコンピューティング環境内でバーチャルマシ
ン通信トラフィックを管理するためのコンピュータで実施される方法であって、
　前記クラウドコンピューティングプラットフォーム内の前記バーチャルマシンに関する
平均通信速度を維持するステップと、
　前記平均通信速度および前記バーチャルマシンに関して所望される通信速度に応じて、
前記バーチャルマシンに関するドロップ確率を計算するステップと、
　前記バーチャルマシンに関するドロップ確率が前記クラウドコンピューティングプラッ
トフォームによって生成されたノンスよりも大きいとき、前記バーチャルマシンに関する
通信メッセージを無作為にドロップするステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記クラウドコンピューティングプラットフォーム内のそれぞれのバーチャルマシンに
関して前記所望される通信速度を達成するために、前記バーチャルマシンに関する送信通
信メッセージまたは受信通信メッセージを制限するステップをさらに含むことを特徴とす
る請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３】
　送信通信メッセージまたは受信通信メッセージを前記制限するステップが、前記クラウ
ドコンピューティングプラットフォームが前記バーチャルマシンにサービス提供している
ネットワーク上に輻輳を検出したときにトリガされることを特徴とする請求項２に記載の
コンピュータで実施される方法。
【請求項４】
　前記バーチャルマシンに関する前記通信速度を前記制限するステップが待ち行列なしに
実行されることを特徴とする請求項３に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項５】
　前記平均通信速度が、前記バーチャルマシンに関して前記クラウドコンピューティング
プラットフォームによって評価された平均送信速度（ＡＳＲ）であり、
　ＡＳＲ＋α＊ｐｒｅｖｉｏｕｓ＿ＡＳＲ＋（１－α）＊ｃｕｒｒｅｎｔ＿ＳＲであり、
「α」は、前記クラウドコンピューティングプラットフォームによって設定され、前記「
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ｐｒｅｖｉｏｕｓ＿ＡＳＲ」は、前記バーチャルマシンに関して先に評価された前記ＡＳ
Ｒであり、「ｃｕｒｒｅｎｔ＿ＳＲ」は、前記バーチャルマシンに関して前記クラウドコ
ンピューティングプラットフォームによって検出された前記現在の送信速度であることを
特徴とする請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項６】
　前記所望される通信速度が、前記バーチャルマシンに関する通信ポリシー内に設定され
た所望される送信速度（ＤＳＲ）であることを特徴とする請求項５に記載のコンピュータ
で実施される方法。
【請求項７】
　前記ドロップ確率（ＤＰ）が、前記バーチャルマシンに関して前記クラウドコンピュー
ティングプラットフォームによって評価され、
【数１】

であり、βが前記クラウドコンピューティングプラットフォームによって設定されること
を特徴とする請求項６に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項８】
　前記ノンス（η）が、前記バーチャルマシンに関して前記クラウドコンピューティング
プラットフォームによって無作為に生成され、

【数２】

であり、「Ｒａｎｄｏｍ＿Ｎｕｍｂｅｒ」は、前記クラウドコンピューティングプラット
フォームによって生成され、「Ｍａｘｉｍｕｍ＿Ｒａｎｄｏｍ＿Ｎｕｍｂｅｒ」は、前記
クラウドコンピューティングプラットフォームによって設定されることを特徴とする請求
項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項９】
　バーチャルマシン通信トラフィックをドロップするための方法を実行するための命令を
記憶している１つまたは複数のコンピュータ可読記録媒体であって、前記方法が、
　バーチャルマシンの前記送信速度に関して指数的に重み付けされた平均を計算するステ
ップと、
　前記バーチャルマシンに関して前記所望される送信速度を識別するステップと、
　前記バーチャルマシンから送られた通信メッセージに関するドロップ確率を評価するス
テップと、
　前記バーチャルマシンに関して生成されたノンスが前記ドロップ確率よりも大きいとき
、通信メッセージをドロップするステップとを含むことを特徴とするコンピュータ可読記
録媒体。
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